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【公開番号】特開2006-329366(P2006-329366A)
【公開日】平成18年12月7日(2006.12.7)
【年通号数】公開・登録公報2006-048
【出願番号】特願2005-156099(P2005-156099)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｃ  33/58     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  33/62     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｃ  33/58    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月25日(2008.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに同心に配置された、それぞれが金属製である１対の軌道輪と、これら両軌道輪の
互いに対向する面に設けられた１対の軌道面同士の間に転動自在に設けられた、それぞれ
が金属製である複数個の転動体とを備え、上記両軌道輪のうちの少なくとも一方の軌道輪
の表面のうちで軌道面を設けた軌道側周面以外の面を、セラミック製の絶縁層により被覆
した電食防止用絶縁転がり軸受に於いて、この絶縁層を設けた軌道輪である被覆軌道輪に
関して、軸方向端面のうちの径方向の一部で上記軌道側周面寄り部分に、この軸方向端面
よりも軸方向に凹んだ凹入部分が、全周に亙って設けられており、上記絶縁層は、この軸
方向端面からこの凹入部分迄連続して被覆されており、これら軸方向端面と凹入部分との
連続部が、頂角が１３５度以下の尖鋭端ではない事を特徴とする電食防止用絶縁転がり軸
受。
【請求項２】
　凹入部分が、母線形状が直線である部分円すい凹面状であり、この凹入部分と軸方向端
面との連続部が、断面形状の曲率半径が１mm以上の部分円弧状の凸曲面である、請求項１
に記載した電食防止用絶縁転がり軸受。
【請求項３】
　凹入部分が、被覆軌道輪の中心軸に対する傾斜角度が互いに異なり、それぞれの母線形
状が直線である複数の部分円すい凹面を連続させたものであり、隣接する部分円すい凹面
同士の交差角度、及び何れかの部分円すい凹面と軸方向端面との連続部の頂角が、何れも
１５０度以上である、請求項１に記載した電食防止用絶縁転がり軸受。
【請求項４】
　凹入部分が、母線形状が直線である単一の部分円すい凹面状であり、この凹入部分と軸
方向端面との連続部の頂角が１５０度以上である、請求項１に記載した電食防止用絶縁転
がり軸受。
【請求項５】
　凹入部分が、母線形状が部分円弧状の凸曲面であり、軸方向端面の母線をこの凹入部分
の母線の接線方向に配置した、請求項１に記載した電食防止用絶縁転がり軸受。
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【請求項６】
　凹入部径方向両端縁のうち、軌道側周面寄りの端縁を、被覆軌道輪の軸方向端面よりも
、１mm以上軸方向内方に位置させた、請求項１～５のうちの何れか１項に記載した電食防
止用絶縁転がり軸受。
【請求項７】
　互いに同心に配置された、それぞれが金属製である１対の軌道輪と、これら両軌道輪の
互いに対向する面に設けられた１対の軌道面同士の間に転動自在に設けられた、それぞれ
が金属製である複数個の転動体とを備え、上記両軌道輪のうちの少なくとも一方の軌道輪
の表面のうちで軌道面を設けた軌道側周面以外の面を、セラミック製の絶縁層により被覆
した電食防止用絶縁転がり軸受に於いて、この絶縁層を設けた軌道輪である被覆軌道輪に
関して、軸方向端面のうちの径方向の一部で上記軌道側周面寄り部分に、この軸方向端面
よりも軸方向に凹んだ凹入部分が、全周に亙って設けられており、上記絶縁層は、この軸
方向端面からこの凹入部分迄連続して被覆されており、この凹入部径方向両端縁のうち、
軌道側周面寄りの端縁を、被覆軌道輪の軸方向端面よりも、１mm以上軸方向内方に位置さ
せた事を特徴とする電食防止用絶縁転がり軸受。
【請求項８】
　凹入部分が、母線形状が直線である部分円すい凹面状であり、この凹入部分と軸方向端
面との連続部が、断面形状の曲率半径が１mm以上の部分円弧状の凸曲面である、請求項７
に記載した電食防止用絶縁転がり軸受。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の電食防止用絶縁転がり軸受は、互いに同心に配置された、それぞれが金属製で
ある１対の軌道輪と、これら両軌道輪の互いに対向する面に設けられた１対の軌道面同士
の間に転動自在に設けられた、それぞれが金属製である複数個の転動体とを備える。
　そして、上記両軌道輪のうちの少なくとも一方の軌道輪の表面のうちで軌道面を設けた
軌道側周面以外の面を、セラミック製の絶縁層により被覆している。
　特に、本発明の電食防止用絶縁転がり軸受に於いては、上記絶縁層を設けた軌道輪であ
る被覆軌道輪に関して、軸方向端面のうちの径方向の一部で上記軌道側周面寄り部分に、
この軸方向端面よりも軸方向に凹んだ凹入部分を、全周に亙って設けている。そして、上
記絶縁層は、この軸方向端面からこの凹入部分迄連続して被覆している。更に、請求項１
に記載した発明の場合には、これら軸方向端面と凹入部分との連続部を、頂角が１３５度
以下の尖鋭端ではない形状としている。又、請求項７に記載した発明の場合には、この構
成に代えて、上記凹入部径方向両端縁のうち、軌道側周面寄りの端縁（を被覆した絶縁層
の表面）を、被覆軌道輪の軸方向端面（を被覆した絶縁層の表面、或は、この軸方向端面
が対向する相手面であるハウジングの表面）よりも、１mm以上軸方向内方に位置させてい
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明を実施する場合に、例えば、請求項２、８に記載した様に、凹入部分を、母線形
状が直線である部分円すい凹面状とする。そして、この凹入部分と軸方向端面との連続部
を、断面形状の曲率半径が１mm以上の部分円弧状の凸曲面とする。
　或いは、請求項３に記載した様に、凹入部分を、被覆軌道輪の中心軸に対する傾斜角度
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が互いに異なり、それぞれの母線形状が直線である複数の部分円すい凹面を連続させたも
のとする。そして、隣接する部分円すい凹面同士の交差角度、及び何れかの部分円すい凹
面と軸方向端面との連続部の頂角を、何れも１５０度以上とする。
　或いは、請求項４に記載した様に、凹入部分を、母線形状が直線である単一の部分円す
い凹面状とする。そして、この凹入部分と軸方向端面との連続部の頂角を、１５０度以上
とする。
　或いは、請求項５に記載した様に、凹入部分を、母線形状が部分円弧状の凸曲面とする
。そして、軸方向端面の母線を、この凹入部分の母線の接線方向に配置する。
　又、本発明を実施する場合に好ましくは、請求項６に記載した様に、凹入部径方向両端
縁のうち、軌道側周面寄りの端縁（を被覆した絶縁層の表面）を、被覆軌道輪の軸方向端
面（を被覆した絶縁層の表面、或は、この軸方向端面が対向する相手面であるハウジング
の表面）よりも、１mm以上軸方向内方に位置させる。
　何れの場合でも、被覆軌道輪の軸方向端面と凹入部分との連続部への電流の集中を抑え
て、スパークの発生に伴う、電食防止用絶縁転がり軸受の耐久性低下を防止できる。


	header
	written-amendment

